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I． 認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会の概況 

 

1. 会員 

（1） 令和 4年度は正会員数（47都道府県 1市、1研究団体、9病院等関連団体、21個

人会員）で登録者数は 307名となった。 

（2） 賛助会員は、令和 5年 3月 31日現在、28団体 5個人会員である。 

（3） 名誉会員は、8名となった。 

 

2. 役員 

（1） 理事・監事は、前年度に引き続きその職務に当たった。 

 

3. 学術集会会長 

（1） 第 33回学術集会会長に田村研治氏が選出され、令和 4年度通常総会にて承認され

た後、理事長により委嘱された。 

（2） 第 34回学術集会開催候補地に愛知県（学術集会長：伊藤秀美氏）が立候補し令和

4年度第 4回理事会において選出された。令和 5年度の総会報告事項となっている。 

 

4.   専門委員 

（1） 令和 4年度総会において、専門委員の再任が承諾された。 
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会員構成                            令和 5年 3月現在 

 

正会員：47 都道府県 1 市、1 研究団体、9病院等関連団体、21個人 

名誉会員：8名 賛助会員：28団体、5個人 

正会員（登録者 307名） 

都道府県市がん登録：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城

県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福

井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵

庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、

愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、

広島市 

研究団体：CDAA 

病院等関連団体：大阪医科薬科大学研究支援センター医療統計室、大阪医科薬科大学附属

病院、桐生厚生総合病院、群馬県立がんセンター、高崎総合医療センター、東京都立駒込

病院、琉球大学病院がんセンター、群馬大学医学部附属病院、四国がんセンター院内がん

登録室 

正会員（個人） 

岡本 直幸、佐々木 毅、猿木 和久、田中 英夫 その他 17名 

賛助会員（団体） 

日本対がん協会、日本医師会、日本歯科医師会、アフラック、アストラゼネカ、 

伏見製薬、大鵬薬品工業、ノバルティスファーマ、中外製薬、第一三共、ヤクルト本社、

日本生命、サイニクス、キャンサースキャン、味の素、全日本コーヒー協会、レナテック、

東京海上日動火災、東京海上日動あんしん生命、富士フイルム、メルクバイオファーマ、

ファイザー、マニュライフ生命保険、MSD、武田薬品工業、三井住友あいおい生命保険 

一般社団法人群馬県病院協会、日医工 

賛助会員（個人） 

戸井田 睦美 他 4 名 

 

 

 

役員・顧問・事務局                       令和 5年 3月現在 

（五十音順、敬称略） 

役 員 

理事長：猿木 信裕（群馬県衛生環境研究所） 

副理事長：大木 いずみ（埼玉県立大学）、西野 善一（金沢医科大学） 

宮代 勲（大阪国際がんセンター） 

理 事：伊藤 秀美（愛知県がんセンター研究所）、片山 佳代子（国立大学法人群馬大学）、 

金村 政輝（宮城県立がんセンター）、杉山 裕美（放射線影響研究所）、 

寺本 典弘（四国がんセンター）、松坂 方士（弘前大学医学部附属病院）、 

増田 昌人（琉球大学医学部附属病院がんセンター） 

監 事：田渕 健（東京都立駒込病院）、茂木 文孝（群馬県健康づくり財団） 

顧 問 

岡本 直幸（レナテック取締役）、田中 英夫 （大阪府藤井寺保健所）、 

鶴田 憲一（地域医療支援センター）、中澤 よう子（神奈川県健康医療局） 

事務局 

職 員：（常勤）岡田 希栄 （非常勤）内田 かおり、松崎 良美、濱松 若葉 
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学術集会会長・専門委員                     令和 5年 3月現在 

（五十音順、敬称略） 

学術集会会長 

第 32回学術集会会長：斎藤 博（青森県立中央病院） 

第 33回学術集会会長：田村 研治（島根大学医学部附属病院腫瘍内科） 

専門委員 

伊藤 ゆり（大阪医科薬科大学）、海崎 泰治（福井県立病院） 

梶原 麻里（大阪国際がんセンター）、小塚 祐司（三重大学医学部附属病院） 

齋藤 真美（北海道がんセンター）、阪口 昌彦（大阪電気通信大学）、 

田中 里奈（弘前大学大学院医学研究科）、田淵 貴大（大阪国際がんセンター）、 

中田 佳世（大阪国際がんセンター）、中林 愛惠（島根大学医学部） 

松本 吉史（大阪医科薬科大学病院）、森島 敏隆（大阪国際がんセンター）、 

山下 夏美（四国がんセンター） 
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II. 令和 4年度事業報告 

 

1. 特定非営利活動に係る事業 

（1） 学術集会、講演会等の開催事業 

① 第 31回学術集会 

 令和 4 年度の学術集会に合わせて、令和 4 年 6 月 2 日（木）にがん登録担当者研修会を

Web開催した。3名の講師を招き、がん登録室担当者並びに関係者を対象に開催した。 

 

【がん登録担当者研修会 開催概要】 

ライブ配信日時：2022年 6月 2日（木）14：00-17：00 

 

会 場：Web開催 

 

座長： 寺本 典弘（四国がんセンター 病理科・臨床研究センター がん予防疫学研究部） 

 

演題・演者： 

「がん登録データでできること、できないこと～住民ベースがん登録、院内がん登録それ

ぞれの視点から～」 

雑賀 公美子 （JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター総合医療情報センター） 

 

「住民ベースのがん登録情報の活用事例―ある都道府県の場合」 

伊藤 秀美 （愛知県がんセンター研究所がん情報・対策研究分野） 

 

「院内がん登録 標準登録様式 私見」 

 西本 寛 （JA長野厚生連佐久総合病院総合医療情報センター） 

 

17：20-18：20 

教育研修委員会企画 

「がん登録実務者情報交換会 実務で GO!」 

監修：大木 いずみ （埼玉県立大学健康開発学科/栃木県立がんセンター） 

 

座長：中林 愛恵 （島根大学医学部医療サービス課がん登録室） 

松本 吉史 （大阪医科薬科大学附属病院） 
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6月 2日（水）にWeb開催されたがん登録担当者研修会に引き続いて、「利活用を目指す

がん登録」をテーマに、第 31 回学術集会が開催された。会長講演、学術奨励賞受賞講演、

一般口演発表、ポスター発表、シンポジウムが全てWeb上で行われ、参加実数は総勢 324 名

を数えた。 

 

【第 31回学術集会 開催概要】 

ライブ配信日時：2022年 6月 2日（木）～6月 4日（土） 

オンデマンド（学術集会のみ） 2022年 6月 13日（月）〜 6月 26日（日） 

 

会 場： Web開催 

主 題：「利活用を目指すがん登録」 

プログラム： 

ライブ配信日：2022年 6月 3日（金） 

オンデマンド配信期間：2022年 6月 13日（月）〜 6月 26日（日） 

9：30-10：00 

開会式 

10：00-12：00 

シンポジウム 

座長： 宮代 勲 （大阪国際がんセンター がん対策センター） 

奥山 絢子 （国立がん研究センター がん対策研究所  

がん登録センター／聖路加国際大学看護学研究科） 

演題・演者： 

「全国がん登録情報の利活用における課題について－がん登録推進法の改正に向けて-」 

藤下 真奈美 （国立がん研究センター がん対策研究所 がん登録センター全国がん登録

室) 

「大阪府がん登録室における全国・地域がん登録データの利活用」 

中田 佳世 (大阪国際がんセンター がん対策センター) 

 

「がん対策の施策立案と評価における既存資料とロジックモデルの活用－沖縄県と秋田県

での取り組み」 

井岡 亜希子 （まるレディースクリニック) 

 

「北信がんプロ がんデータベースによる地域医療評価の取り組み」 

西野 善一 （金沢医科大学医学部公衆衛生学） 

 

13：00-14：00 
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総会 

 

14：00-14：40 

会長講演 

 

14：45-15：45 

一般口演① 

座長：祖父江 友孝 （大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座環境医学） 

宮代 勲 (大阪国際がんセンター がん対策センター) 

 

演題・演者： 

O-1-1 RARECAREnet listに基づく希少がん・一般がん罹患率の都道府県比較 

杉山 裕美 （放射線影響研究所 疫学部） 

 

O-1-2 全国がん登録における届出票や死亡者情報票により得られる死亡情報の把握もれ 

石田 理恵 （大阪国際がんセンター がん対策センター） 

 

O-1-3 消化器がん患者の社会経済指標と生存率の関連： 

単施設の院内がん登録と DPCのリンケージによる検討 

太田 将仁 （大阪医科薬科大学 一般・消化器外科） 

 

O-1-4 院内がん登録と診療報酬明細書情報の突合による大腸がん患者の病期別医療費の

検討 

我妻 信和 （京都大学医学部附属病院 消化器内科） 

 

O-1-5 本人または家族ががんに罹患した経験のある男女へのインターネット調査による 

八木 麻未 （大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学） 

 

15:50-16:30 

セッション「がん登録情報の利活用に向けた課題」 

座長：祖父江 友孝 （大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座環境医学） 

演題・演者： 

「がん登録情報の提供に関する実態調査報告」 

田仲 百合子 （長野県がん登録室/信州大学医学部附属病院） 

 

「予後調査のこれまでの実際と今後の課題」 

11



中林 愛恵 （島根大学医学部医療サービス課がん登録室） 

 

「今後のがん登録利活用にむけて-JACR（日本がん登録協議会）からの活動報告-」 

大木 いずみ （埼玉県立大学健康開発学科/栃木県立がんセンター疫学研究課） 

 

16：30-17：00 

＜J-CIP委員会企画＞ 

座長：猿木 信裕 （群馬県衛生環境研究所） 

天野 慎介 （全国がん患者団体連合会） 

演者：片山 佳代子 （群馬大学） 

伊藤 秀美 （愛知県がんセンター） 

伊藤 ゆり （大阪医科薬科大学） 

 

ライブ配信日：2022年 6月 4日（土） 

9：00-10：30 

 

一般口演② 

座長：西野 善一 （金沢医科大学医学部公衆衛生学） 

田仲 百合子 （長野県がん登録室/信州大学医学部附属病院） 

 

演題・演者： 

O-2-1 2020年院内がん登録データの分析結果について 

松澤 祐子 （公立大学法人横浜市立大学附属病院） 

 

O-2-2 「演習用サマリ」と「教育用がん登録システム」開発の紹介 

坂本 千枝子 （医療データサイエンス研究所） 

 

O-2-3 全国がん登録を用いた当院での子宮頸がん治療動向の検討 

庄武 美加子 （小樽市立病院） 

 

O-2-4 全国がん登録データベースとの外部照合業務の自動処理システムの開発 

田渕 健 （東京都立駒込病院 小児科） 

 

O-2-5 山口県の全国がん登録情報利用と安全管理 

佐々木 愛 （山口大学医学部附属病院） 
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10：40-11：30 

特別講演「長野県における低線量肺がん CT検診の現状と展望」 

座長：小泉 知展 （信州大学医学部学術研究院医学系血液・腫瘍内科学教室/同附属病院信

州がんセンター） 

 

演者：丸山 雄一郎 （JA長野厚生連浅間南麓こもろ医療センター 放射線科） 

 

11：30-12：30 

学術奨励賞・実務功労賞・ポスター賞発表表彰（ライブ配信） 

次期会長挨拶 

閉会式 

 

ポスター閲覧 2022年 6月 2日（木）〜 6月 26日（日） 

 

② シンポジウム 

 日本医師会と共催で、「がん登録データの利活用と個人情報保護～さらなる活用のために

～」をテーマにシンポジウムをオンラインで開催し、343名の参加者があった。 

 

プログラム： 

シンポジウム I 「がん登録データの利活用と個人情報保護：日本の状況」 

座長：大木 いずみ氏（日本がん登録協議会 副理事長・埼玉県立大学 健康開発学科 教授） 

座長：西野 善一氏（日本がん登録協議会 副理事長・金沢医科大学医学部公衆衛生学教授） 

  

17：45～ 

「個人情報保護国内規制と医学系研究の課題」 

演者：松井 健志氏 

（国立研究開発法人 国立がん研究センターがん対策研究所 生命倫理・医事法研究部 部

長） 

 

18：05～  

『日本医師会における医療ビッグデータ利活用の取り組み～日本医師会医療情報管理機構

（Ｊ-ＭＩＭＯ）の活動について』 

演者：長島 公之氏 

（公益社団法人 日本医師会常任理事・一般財団法人 日本医師会医療情報管理機構 理事） 
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18：25～  

「がん登録推進法成立時の理念と現在の課題－法学の観点から」 

演者：磯部 哲 氏（慶應義塾大学法務研究科 教授） 

 

18：45～  

「がん登録データの患者や家族、国民への還元」 

演者： 天野 慎介 氏（一般社団法人全国がん患者団体連合会 理事長）  

 

19：05～  

「がん登録データの利用促進に向けた課題」  

演者：松坂 方士 氏（JACR 理事、弘前大学医学部附属病院臨床試験管理センター准教授） 

 

19：25～ 休憩 

 

シンポジウム II 「がん登録データの利活用と個人情報保護：世界の状況」 

座長：杉山 裕美 氏（JACR 理事、IACR アジア代表、（公財）放射線影響研究所副部長） 

座長；松田 智大 氏（国立研究開発法人国立がん研究センター 部長） 

 

19：35～  

「住民ベースのがん登録と統合臨床情報データベースの現状」（英語） 

演者： Young-Joo Won 氏（延世大学、韓国） 

 

20：00～  

「個人情報保護、がん登録、研究―私たちは全てを実現できるのか？」（英語） 

 演者：Giske Ursin 氏（ノルウェーがん登録室 室長、ノルウェー） 

 

 

（2） がん登録に関する情報の提供事業  

松坂方士理事、片山佳代子理事、杉山裕美理事、田渕健監事、阪口昌彦専門委員、森島

敏隆専門委員をニューズレター編集委員として、本協議会ニューズレター第 53 号を令和 4

年 9月に、第 54号を令和 5年 2月に刊行し、会員 152名に配布した。 

本協議会の活動紹介、会員への情報提供を目的としたウェブサイトの管理、運営を行っ

た。学術集会開催案内、令和 4年度の刊行物の紹介等を更新し、サイトに掲載した。 

 

※更新の詳細は、当協議会の「新着情報」に掲載されている。 

http://www.jacr.info/whatsnew.html 
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令和 4年 6月長野県で開催された第 31回学術集会（小泉知展学術集会長）の記録集を「利

活用を目指すがん登録」と題し、JACR Monograph No.26 の第 2部として宮代勲編集委員

長、杉山裕美編集委員、片山佳代子編集委員、田淵貴大編集委員がまとめ、令和 5 年 3 月

に本協議会で印刷し、全会員に無償配布、関連研究者等に贈呈した。 

 

（3） がん登録に関する調査及び研究事業 

  令和 4 年度原子力災害影響調査等事業（放射線の健康影響に係る研究調査事業）「福島

県内外での疾病動向の把握に関する調査研究」班と業務委託契約を令和 5年 2月に締結し、

がん登録及びがん検診に関する新規統計情報検索及び既存データベースの更新業務を、委

託業務として実施した。  

【令和 4年度原子力災害影響調査等事業実施概要】 

実施期間：令和 5年 2月 14日～令和 5年 2月 24日 

委託業務作業範囲： 

1. 委託事業実施に係る作業 

2. 対象情報一覧収集に係る作業 

3. 対象情報一覧アップデートの実施 

集計対象等： 

国内外のそれぞれの地域におけるがん登録のデータを用いて分析を実施した研究 

  ならびに、研究班のがん登録データを用いて分析を行った研究 

収集データ総数：119件（がん関連 データソス一覧の項目数 78 件+基幹統計一覧の項目 数

41件） 

 

 

（4） 国際がん登録協議会（IACR）への参加協力事業 

IACRからの情報を本協議会メーリングリストを利用して会員宛てに配信、情報を共有し

た。 

 

（5） 人材育成事業 

 令和 4年 6月に、令和 3 年度実務功労者表彰受賞者 13名を第 31回学術集会で表彰をオ

ンラインで行った。実務功労者表彰に関しては、令和 4年 3月に募集、選考を行っている。

令和 4 年度事業として、令和 4 年度実務功労者表彰受賞者名の授賞式を、令和 5 年 6 月開

催予定の令和 5年度通常総会及び第 31回学術集会の場にて実施する予定である。 

 

（6） 登録室機密保持基準の策定・公表・認定事業 

国立研究開発法人国立がん研究センターと都道府県がん登録室の個人情報保護のための

安全管理措置に関する外部監査業務委託契約を締結した。業務の実施に当たり、本協議会
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の会員である 21名と、外部有識者 10名からなる委員会を組織し、7月 25日、10月 17日

に外部監査の手順等を打ち合わせる会議を開催し、外部監査業務手順書をまとめた上で、

10県で外部監査業務を実施した。 

 

（7） 手引き、冊子、実務者マニュアル等の発刊事業 

一般向けパンフレット「あなたと子孫と人類のために。」更新版及びがん登録の手引き改

訂第 6版 2018年版、和文・英文冊子を配布している。 

令和 4 年 11 月に「日本の住民ベースがん登録に基づく希少がんデータブック」を発行、

令和 5 年 1 月に「トロント小児がん病期分類ガイドラインに基づく住民ベースのがん登録

のための小児がん病期分類第 2版」発行し、無償配布、関連研究者等に贈呈した。 

    

 

 

2. その他の事業 

（1） コンサルティション事業 

 特になし 

（2） 講演会、研修会の開催 

 特になし 

（3） 刊行物の販売 

 JACRの HP上で随時販売を行った。JACR Newsletter LINE スタンプ「モモコさんと

紫本」（税込：120円）の随時販売も行った。 

 

 

（4） ウェブサイトや機関紙への広告掲載事業 

 Newsletterへの広告掲載を募集し、No.53、54に 1社の広告を掲載した。 
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3. その他の経常支出に係る活動 

（1） 総会の開催 

NPO法人化後、事業報告を毎年 6月末までに東京都に対して提出する必要があることか

ら、6月開催としている。そのため、令和 4年度は 6月 3日（金）に通常総会がWEB 開催

形式で招集された。 

【令和 4年度 総会開催状況】 

総会   令和 4年 6月 3日 WEB 開催 

(p.67)令和 4年度通常総会議事録 

 

（2） 理事会の開催 

協議会事業の円滑な計画・立案、理事の分業制による活動の強化・活性化、円滑な意思

決定フローの確立を目的として、本協議会の事業に照らした委員会が平成 23年度 6月に設

置されたのを受け、委員会の活動報告、企画提案等を主たる議事の内容として理事会にて

議論されることが多くなった。 

【令和 4年度 理事会開催状況】 

臨時  令和 4年 4月 11日  WEB会議 

第 1回 令和 4年 4月 26日    WEB会議 

第 2回 令和 4年 6月 2日    WEB会議 

臨時  令和 4年 7月 7日   WEB会議 

第 3回 令和 4年 7月 21日    WEB会議 

第 4回 令和 4年 10月 13日   WEB会議 

第 5回 令和 4年 12月 9日   WEB会議 

第 6回 令和 5年 2月 7日   WEB会議 

(p.71)令和 4年度臨時理事会議事録 

(p.75)令和 4年度第 1回理事会議事録  

(p.81)令和 4年度第 2回理事会議事録 

(p.85)令和 4年度臨時理事会議事録 

(p.86)令和 4年度第 3回臨時理事会議事録 

(p.92)令和 4年度第 4回理事会議事録 

(p.100)令和 4年度第 5回理事会議事録 

(p.104)令和 4年度第 6回理事会議事録 

 

（3） 事務局運営 

令和 4年度は常勤職員１ 名、非常勤 3名の 4 人体制での運営となった。  
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4. 委員会活動 

（1） 学術委員会  

 宮代副理事長（委員長）、西野副理事長、杉山理事、片山理事、および伊藤ゆり専門委員、

田淵専門委員、中林専門委員より構成される。第 31回学術集会における応募演題の採択お

よびプログラムに関して学術集会会長をサポート、各優秀演題賞の選考を担当した。また、

2012 年度から 2021 年まで設けられた表彰制度「日本がん登録学術奨励賞」を引継ぎ、「藤

本伊三郎記念がん登録学術奨励賞」を 2022年から開始した。選考の結果、受賞者 1名を令

和 4年度事業として表彰予定である。 

 宮代副理事長を編集長として、編集委員を務める杉山理事、片山理事、田淵専門委員と

ともに 3月に JACR Monograph No.28を発刊した。 

 

（2） 広報委員会 

松坂理事（委員長）、片山理事、杉山理事、田渕監事、阪口専門委員、森島専門委員によ

り構成し、9月にニューズレターNo.53、2月にNo.54を発行した。 

 

（3） 国際交流委員会 

 杉山理事（委員長）、松坂理事、伊藤ゆり専門委員、梶原専門委員、中田専門委員により

構成し、令和 4年度の活動として、IACR入会促進や日本医師会共催シンポジウムにおける

海外シンポジストの字幕作成支援などを行った。日本からの CONCORD-4 Studyへの参加

を促進するために、CONCORD-4 との調整や、資料の和訳など、JACR 会員への支援を行

っている。 

 

（4） 教育研修委員会 

 伊藤秀美理事（委員長）、大木副理事長、杉山理事、金村理事、寺本理事、海崎専門委員、

小塚専門委員、齊藤専門委員、田中専門委員、中田専門委員、中林専門委員、松本専門委

員により構成し、第 31回学術集会と同時に開催するがん登録担当者研修会の内容について、

検討し、決定した。 

令和 4年 2月にがん登録実務功労者表彰の候補者を募集し、3月に選考を行った。選考の結

果、11名の受賞該当者が、令和 4年度事業として表彰予定である。 

 

（5） 安全管理委員会 

西野副理事長（委員長）、大木副理事長、伊藤秀美理事、金村理事、茂木監事、森島専門

委員により構成し、令和 4 年度は、都道府県がん登録室の安全管理措置に関する外部監査

業務を 10県で実施した。 
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（6） J-CIP委員会 

 伊藤ゆり専門委員（委員長）、猿木理事長、片山理事、伊藤秀美理事、杉山理事、松坂

理事、増田理事、寺本専門委員、山下専門委員、中田専門委員、阪口専門委員により構成

し、J-CIPWeb サイトのコンテンツ更新や市民公開講座などによりがん患者、医療従事者、

行政担当者、がん登録実務者向けの情報発信を行った。本活動の一部は中央区社会貢献活

動事業補助金により実施された。 

 

（7） 基盤整備委員会 

 猿木信裕理事長（委員長）、西野善一副理事長、大木いずみ副理事長、片山佳代子理事、

田渕健監事、伊藤ゆり専門委員、阪口昌彦専門委員により構成し、今後一層 JACR 活動を

推進していくための基盤整備を目的として、具体的な活動等について意見交換を行った。 

  

（8） インフォマティクス委員会 

 田渕監事（委員長）、猿木理事長、松坂理事、阪口専門委員、森島専門委員により構成し、

がん登録インフォマティクス研究会開催とそれに関わる活動を進めていくことを目標とし

て意見交換を行った。当協議会の情報発信機能強化が求められているにもかかわらず、シ

ステムのサーバ機能が不足してきたため、本年度は当委員会としても、基盤整備委員会そ

の他の委員会と共同で、サーバ更新と管理委託によりコスト低減を諮りつつ機能強化の検

討を行い、継続的に改善を図っている。 
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 書式第１２号（法第２８条関係） 
 
 
 

令和4年度  事 業 報 告 書 
 

  令和4年 4月 1日から    令和5年 3月 31日まで 
 
 
 
  

 
 認定特定非営利活動法人 日本がん登録協議会  
 
 １ 事業の成果 
 令和4年度は、がん登録に関する学術集会・講演会の開催、JACR Newsletter（No.53、54）・Monograph No.28
の刊行、ウェブサイト・その他媒体による情報提供、がん登録に関する調査の実施、人材育成事業を主として
事業を展開した。また、日本医師会と共催で、「がん登録データと個人情報～さらなる活用のために～」シンポ
ジウムを行った。 
 
２ 事業の実施に関する事項 
 
  （１）特定非営利活動に係る事業 
 
 
 
 ２ 事業の実施に関する事項 
 
 （１）特定非営利活動に係る事業 

 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

支出額
（千円） 

 

 

がん登録に関する学

術集会、セミナー、

公開講演会等の開催

事業 

学術集会長が学術集会を主催

し、関係者が事業の進捗や研究

成果を報告した。 

日本医師会との共催のシンポジ

ウムにおいては、343名の関連

団体・個人、政府関係者、ﾏｽｺﾐ

関係者、一般市民が知見を深め

る場を提供した。 

学術集会： 

6月2日-4日 

 

「がん登録デー

タと個人情報～

さらなる活用の

ために～」ｼﾝﾎﾟ

ｼﾞｳﾑ：2月13日 

学術集会： 

松本市 

 

 

 

WEB開催 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ： 

WEB開催 

26人 

関連団体・個

人、政府関係

者、ﾏｽ ｺ ﾐ関係

者、一般市民 

300人 

4953 

がん登録に関する 

情報の提供事業 

JACR Newsletter No.53、54を

刊行しｳｪﾌﾞｻｲﾄに掲載。Monogra

ph No.28を刊行。その他関連学

会、その他適当な媒体・方法に

より、がん登録に係る情報を関

係者並びに一般市民へ提供し

た。 

ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ： 

9月、2月 

Monograph： 

3月 

W E B、その他

媒体は随時 

法人事務所

及び郵送 

 

20人 

会員及び関連団

体・個人 300

人（郵送等）、 

一般市民 

（WEB）70000人 

1643 

がん登録に関する 

調査及び研究事業 

研究班により委託を受け、がん

登録に関するデータソース一覧

更新業務と報告書作成業務を実

施した。 

 

 

がん登録に関す

るデータソース

一覧更新業務と

報告書作成業

務: 

2月 

法人事務所  各2人 

会員及び関連団

体・個人 300

人(WEB) 

一般市民70000

人（WEB） 

0.5 

国際がん登録協議会

（IACR）への 

参加協力事業 

IACRの会員として、国際活動に

参加・協力すると共に、会員や

一般市民に対し情報提供した。 

通年 法人事務所  1人 

会員及び関連団

体・個人  

300人 

一般市民5000人

（WEB） 

87 
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がん登録に関する 

人材育成事業 

実務担当者研修会等を通じて実

務者の育成に務めた。 

令和4年度藤本伊三郎記念がん

登録学術奨励賞、実務功労者表

彰の応募者の募集および選考を

行った。 

 

実務担当者研

修会：6月2日 

令和3年度実務

功労者表彰（WE

B開催） 

令和4年度、実

務功労者表彰

の公募：3月 

実務担当者

研修会、実

務功労者表

彰授賞式はW

EB開催 

 

その他 

法人事務所 

 10人 

がん登録実務者

100人 

 

がん登録関連研

究者 200人 

28 

 

がん登録室の機密保

持基準の策定・公

表・認定事業 

委託を受け、がん登録室の機密

保持基準につき、外部専門家の

支援を得、監査を実施した。 

安全管理措置

に関する外部

監査 

10県  31人 
がん登録関係者

 35人 
6592 

 
 
 （２）その他の事業 

 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

事業費
の 
金額 

（千円） 

 

コンサルティション

事業 

がん登録事業の実施について、実施団体の状況

に照らし、事業の円滑な推進ができるように、

適切な助言・指導を行う。 

体制が整い

次第実施予

定 

 -  - 0 

講演会、研修会の 

開催 

講演会や研修会を、国内外の講師を招聘し、有

償で実施する。 
 -  -  - 0 

刊行物の販売 
冊子、教材、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を、ｳｪﾌﾞｻｲﾄを通じて、

また研究会の際に販売する。 
通年 

法人事務

所 
 2人 2 

ウェブサイトや機関

紙への広告掲載事業 

関連分野の企業や団体に呼び掛け、協議会の有

するｲﾝﾀｰﾈｯﾄｳｪﾌﾞｻｲﾄや、刊行物に、有償で広告

を掲載する。 

通年 
法人事務

所 
 2人  0 
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III． 令和 4年度決算報告書 
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東京都中央区銀座8-19-18　第三東栄ビル503

第14期

決　算　報　告　書

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会

貸借対照表

活動計算書

財産目録

計算書類の注記

25



[税込]（単位：円）

  【流動資産】

    現金・預金 2,099,141 

    未　収　金 6,582,450 

    （棚卸資産）

      商 　　品 1,430,443 

        棚卸資産  計 1,430,443 

    （その他流動資産）

      前 払 費 用 110,263 

      未 収 入 金 5 

　　　仮　払　金 500,000 

        その他流動資産  計 610,268 

          流動資産合計 10,722,302 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      什 器 備 品 3 

        有形固定資産  計 3 

    （投資その他の資産）

      差入保証金 440,000 

        投資その他の資産  計 440,000 

          固定資産合計 440,003 

            資産の部  合計 11,162,305 

  【流動負債】

    未  払  金 1,902,777 

    未払法人税等 70,000 

    預  り  金 109,518 

      流動負債  計 2,082,295 

        負債の部  合計 2,082,295 

  【正味財産】

    正 味 財 産 9,080,010 

    (うち当期正味財産減少額) 176,021 

      正味財産　計 9,080,010 

        正味財産の部  合計 9,080,010 

          負債・正味財産合計 11,162,305 

《正味財産の部》

認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会

令和5年 3月31日 現在

令和　4　年度　　貸借対照表

《資産の部》

《負債の部》

26



書式第１４号（法第２８条関係）　　

[税込]（単位：円）
特定非営利活動

に係る事業
その他の事業 合計

Ⅰ　経常収益

１　受取会費
正会員受取会費 2,245,000 2,245,000
賛助会員受取会費 2,372,000 2,372,000

２　受取寄付金 750,000 750,000
３　受取助成金等

受取民間助成金 400,000 400,000
受取国庫助成金 1,300,000 1,300,000

３　事業収益
特定非営利活動に係る事業

3,212,008 3,212,008
(1.5)シンポジウムの開催事業 0
(2)がん登録に関する情報の提供事業収益 0
(3)がん登録に関する調査及び研究事業収益 242,000 242,000
(4)国際がん登録協議会への参加協力事業収益 0
(5)人材育成事業収益 0
(6)登録室機密保持基準の策定・公表・認定事業収益 6,346,450 6,346,450
(7)手引、冊子、マニュアル等の発刊事業収益 10,341 10,341
その他の事業

0 0
(2)講演会、研修会の開催事業 0 0
(3) 刊行物の販売事業 0 0
(4) ウェブサイトや機関紙への広告掲載事業 0 0
(5) LINEスタンプ販売 0 0

5　その他収益
受取利息 49 49

経常収益計 16,877,848 0 16,877,848

Ⅱ　経常費用

１　事業費

給料手当 3,918,951 3,918,951
法定福利費 499,297 499,297
人件費計 4,418,248 0 4,418,248

業務委託費 4,259,625 4,259,625
諸謝金 1,593,644 1,593,644
印刷製本費 273,900 273,900
旅費交通費 836,568 836,568
通信運搬費 227,265 227,265
消耗品費 62,582 62,582
水道光熱費 133,745 133,745
賃借料 1,235,520 1,235,520
出版費用 152,630 152,630
リース料 14,732 14,732
支払手数料 8,470 8,470
租税公課 13,200 13,200
雑費 87,432 87,432
その他経費計 8,899,313 0 8,899,313

事業費計 13,317,561 0 13,317,561
２　管理費

給料手当 435,426 435,426
法定福利費 59,927 59,927
福利厚生費 18,865 18,865
人件費計 514,218 0 514,218

業務委託費 1,945,900 1,945,900
印刷製本費 154,220 154,220
旅費交通費 8,772 8,772
通信運搬費 603,269 603,269
消耗品費 43,793 43,793
水道光熱費 14,856 14,856
賃借料 137,280 137,280
リース料 1,636 1,636
保守料 185,240 185,240
支払手数料 36,183 36,183
租税公課 11,200 11,200
雑費 9,741 9,741
その他経費計 3,152,090 0 3,152,090

管理費計 3,666,308 0 3,666,308
経常費用計 16,983,869 0 16,983,869

当期経常増減額 -106,021 0 -106,021
税引前当期正味財産増減額 -106,021 0 -106,021
法人税、住民税及び事業税 70,000 0 70,000
当期正味財産増減額 -176,021 0 -176,021
前期繰越正味財産額 7,813,138 1,442,893 9,256,031
次期繰越正味財産額 7,637,117 1,442,893 9,080,010

令和　4　年度　　活動計算書
令和4年4月1日　　から　　令和5年3月31日まで

認定特定非営利活動法人　日本がん登録協議会

科 目

(1)学術集会、講演会等の開催事業収益

(1)人件費

(2)その他経費

(1)人件費

(2)その他経費

(1)コンサルティション事業
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[税込]（単位：円）

  【流動資産】

    （現金・預金）
　　 小口現金 8,505 
      総合口座　ゆうちょ銀行京橋支店 269,396 
      振替口座　ゆうちょ銀行京橋支店 355,613 
      普通預金　みずほ銀行築地支店 592,317 

      普通預金　みずほ銀行築地支店（藤本伊三郎賞寄附金） 873,310 

        　現金・預金 計 2,099,141 

    （未収金）
      国立がん研究センター　　 　未収金 6,346,450 
      賛助会員受取会費5会員　未収金 206,000 

        　未収金 計 6,582,450 

    （棚卸資産）

      商 　   品
　　　　モノグラフ№21 196,894 
　　　　モノグラフ№22 216,367 
　　　　モノグラフサプリ№2 158,524 
　　　　がん登録の手引き 114,184 
　　　　モノグラフ№24 62,052 
　　　　モノグラフ№25 258,984 
　　　　モノグラフ№26 102,960 
　　　　モノグラフ№27 165,132 
　　　　モノグラフ№28 155,346 
        　棚卸資産  計 1,430,443 
    （その他流動資産）
      前 払 費 用
　　　　第三東栄ﾋﾞﾙ　家賃 96,800 
　　　　ﾃﾅﾝﾄ賠償責任保険 13,463 

        　前払費用  計 110,263 

      未 収 入 金
　　　　源泉所得税 5 

        　未収入金  計 5 

      仮　払　金
　　　　学術集会事務局 500,000 

        　仮払金  計 500,000 

        その他流動資産  計 610,268 

          流動資産合計 10,722,302 

  【固定資産】

    （有形固定資産）
      什器備品　　PC3台 3 
        有形固定資産  計 3 
    （投資その他の資産）

      保証金 第三東栄ﾋﾞﾙ 440,000 

        投資その他の資産  計 440,000 

          固定資産合計 440,003 

            資産の部  合計 11,162,305 

  【流動負債】

    未  払  金
　　　　外部監査報酬37件 1,197,860 

　　　　宮永印刷　印刷製本費 305,800 
　　　　㈱Klar　ｻｰﾊﾞｰ管理更新料 176,000 
　　　　プラグマ　会計業務 101,200 
　　　　その他　NTTﾌｧｲﾅﾝｽなど 121,917 

        　未払金  計 1,902,777 

    未払法人税等 70,000 

    預  り  金
　　　　源泉所得税 96,608 

　　　　労働保険料 2,610 
         住民税 10,300 

        　預り金  計 109,518 

      流動負債  計 2,082,295 

        負債の部  合計 2,082,295 

        正 味 財 産 9,080,010 

《負債の部》

認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会

令和5年 3月31日 現在

令和　4　年度　　財産目録

《資産の部》
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固定資産の増減内訳予想（令和5年度） （単位：円）

取得

帳簿原価 減価償却累計額 帳簿原価 帳簿原価 減価償却累計額 帳簿原価 当期償却額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産

　什器備品 574,040 574,037 0 0 0 574,040 574,037 3

無形固定資産

　ソフトウェア 1,890,000 1,890,000 0 1,890,000 1,890,000 0

合計 2,464,040 2,464,037 0 0 0 2,464,040 0 2,464,037 3

固定資産の増減内訳予想（令和6年度） （単位：円）

取得

帳簿原価 減価償却累計額 帳簿原価 帳簿原価 減価償却累計額 帳簿原価 当期償却額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産

　什器備品 574,040 574,037 0 0 0 574,040 574,037 3

無形固定資産

　ソフトウェア 1,890,000 1,890,000 0 1,890,000 0 1,890,000 0

合計 2,464,040 2,464,037 0 0 0 2,464,040 0 2,464,037 3

科目
期首残高 減少 期末残高

科目
期首残高 減少 期末残高
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書式第１６号（法第２８条関係）

１．重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日　2017年12月12日最終改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

　　　　会計処理は売上原価対立法によっています。

（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

　　　　無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却しています。

（３）ボランティアによる役務の提供

　　　　ボランティアによる役務の提供はありましたが、その役務の提供に関する会計上の処理は行わず、 　

　　　　内容の注記のみ行っております。

（４）消費税の会計処理

　　　　消費税の会計処理は、税込方式によっています。

２．事業別損益の状況 （単位：円）(消費税込)

科目

(1)学術集会、

講演会等の開

催事業

(1.5)シンポジウ

ムの開催事業

(2)がん登録に

関する情報の提

供事業

(3)がん登録に

関する調査及び

研究事業

(4)国際がん登録

協議会への参加協

力事業

(5)人材育成事

業

(6)登録室機密

保持基準の策

定・公表・認定

事業

(7)手引、冊

子、

マニュアル等の

発刊事業

その他の事業 事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ　経常収益

１　受取会費 0 0 0 0 0

正会員受取会費 0 0 0 2,245,000 2,245,000

賛助会員受取会費 0 0 0 2,372,000 2,372,000

２　受取寄付金 250,000 350,000 0 0 0 0 0 0 600,000 150,000 750,000

３　受取助成金等 0 0 0 1,700,000 1,700,000

４　事業収益 0 0 0 242,000 0 0 6,346,450 10,341 6,598,791 6,598,791

５　その他収益 3,212,008 0 0 0 0 0 0 0 0 3,212,008 49 3,212,057

経常収益計 3,462,008 350,000 0 242,000 0 0 6,346,450 10,341 0 10,410,799 6,467,049 16,877,848

Ⅱ　経常費用 0

(1)人件費 0

役員報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給与手当 217,704 217,704 435,426 0 0 0 3,048,117 0 0 3,918,951 435,426 4,354,377

法定福利費 27,957 27,957 51,905 0 0 0 391,478 0 0 499,297 59,927 559,224

福利厚生費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,865 18,865

人件費計 245,661 245,661 487,331 0 0 0 3,439,595 0 0 4,418,248 514,218 4,932,466

(2)その他経費 0

業務委託費 3,231,840 563,970 463,815 0 0 0 0 0 0 4,259,625 1,945,900 6,205,525

諸謝金 100,000 163,644 20,000 0 0 0 1,310,000 0 0 1,593,644 0 1,593,644

印刷製本費 0 0 273,900 0 0 0 0 0 0 273,900 154,220 428,120

会議費（交際費含む） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

旅費交通費 146,208 0 0 0 0 0 690,360 0 0 836,568 8,772 845,340

通信運搬費 88,519 4,537 63,003 460 0 5,200 65,176 370 0 227,265 603,269 830,534

消耗品費 7,539 0 31,020 0 0 22,815 1,208 0 0 62,582 43,793 106,375

水道光熱費 7,424 7,424 14,856 0 0 0 104,041 0 0 133,745 14,856 148,601

賃借料 68,640 68,640 137,280 0 0 0 960,960 0 0 1,235,520 137,280 1,372,800

売上原価(出版費用） 0 0 150,454 0 0 0 0 2,176 0 152,630 0 152,630

減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

リース料 818 818 1,636 0 0 0 11,460 0 0 14,732 1,636 16,368

保守料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185,240 185,240

敷金・保証料等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支払手数料 8,470 0 0 0 0 0 0 0 0 8,470 36,183 44,653

租税公課 3,200 0 0 0 0 0 10,000 0 0 13,200 11,200 24,400

雑費 0 0 0 0 87,432 0 0 0 0 87,432 9,741 97,173

その他経費計 3,662,658 809,033 1,155,964 460 87,432 28,015 3,153,205 2,546 0 8,899,313 3,152,090 12,051,403

経常費用計 3,908,319 1,054,694 1,643,295 460 87,432 28,015 6,592,800 2,546 0 13,317,561 3,666,308 16,983,869

当期経常増減額 -446,311 -704,694 -1,643,295 241,540 -87,432 -28,015 -246,350 7,795 0 -2,906,762 2,800,741 -106,021

令和4年度　計算書類の注記
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３．ボランティアによる役務提供の内容

(1)学術集会、講演会等の開催事業

・　2022年6月2日～4日／オンデマンド配信期間…2021年6月13日～6月26日（事務局設置期間：2022/9月～2023/3月）

・　2022年6月2日～4日開催　第31 回学術集会における講義、講演（講師・演者　計26名）

(2)がん登録に関する情報の提供事業

・　JACR Monograph No.28　編集作業（2名；計20時間程度）

・　機関紙JACRNewsletterNo.53、54企画編集作業（2名;計9時間程度）および原稿作成（延べ20名）

(3)がん登録に関する調査及び研究事業

・委託業務　がん登録及びがん検診に関する新規統計情報検索及び既存データベースの更新業務（2名）

(4)国際がん登録協議会への参加協力事業

・　IACRからの情報を本協議会メーリングリストを利用して会員宛てに配信、情報を共有（１名;計１時間程度）

(5)人材育成事業

・　2022年度日本がん登録協議会藤本伊三郎記念がん登録学術賞にかかる企画および審査業務（2名;計20時間程度）

・　2022年度日本がん登録協議会がん登録実務功労者表彰制度実施にかかる企画および審査業務（8名；計20時間程度）

(6)登録室機密保持基準の策定・公表・認定事業

・2022年度都道府県外部監査事業にかかる企画および監査実施、報告書作成（31名；計100時間程度）

４．使途等が制約された寄付等の内訳

　　　使途等が制約され寄付等の内訳は以下の通りです。

　　　当法人の正味財産は9,080,010円ですが、そのうち2,247,670円は人材育成事業（藤本伊三郎賞事業）に使用される財産です。

（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

2,247,670 0 2,247,670

合計 2,247,670 0 0 2,247,670

5．固定資産の増減内訳 （単位：円）

取得

帳簿原価 減価償却累計額 帳簿原価 帳簿原価 減価償却累計額 帳簿原価 当期償却額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産

　什器備品 574,040 574,037 0 0 0 574,040 0 574,037 3

無形固定資産

　ソフトウェア 1,890,000 1,890,000 0 0 0 1,890,000 0 1,890,000 0

合計 2,464,040 2,464,037 0 0 0 2,464,040 0 2,464,037 3

科目
減少

内容

人材育成事業（藤本伊三郎賞事業）

期首残高 期末残高

備考

　　　したがって、使途が制限されていない正味財産は6,832,340円です.
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IV． 令和 4年度監査報告 
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V． 業務運営上の体制 
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V. 業務運営上の体制 

 

1. 事務局の整備 

平成 24年度から協議会の会計処理及び給与支払い及び税務対応を株式会社プラグマにア

ウトソーシングをしている。令和 3 年度は常勤職員 1 名と業務量を鑑みて増員が必要な場

合に要請する非常勤職員 3 名で協議会事務局業務の分担を行った。必要に応じて定期的に

事務局内ミーティングを行い、業務進捗状況、運営の状況について報告と確認を行った。 

 

2. 情報の保護 

協議会が、会員異動調査等において収集した会員の個人情報や会員の業績は、予め通知

した目的内でのみ、もしくは協議会運営の資料としてのみ利用し、それ以外の目的・活動

に利用したり、第 3 者に提供したりしない。収集した情報を協議会活動と密接に関連する

事項に利用する場合は、前もって会員の承諾を得た上で実施する。また、取得した情報は

適切に扱い、安全性・信頼性を確保する。 
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VI． 参考資料 
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特定非営利活動法人 日本がん登録協議会 定款 

 

第１章 総 則 

（名 称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人日本がん登録協議会と称し、英文名では The 

Japanese Association of Cancer Registries、略称をJACRと称する。 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。 

 

（目 的） 

第３条 この法人は、広く国民に対して、がん登録によるがん罹患、死亡、生存率等の

情報を提供するとともに、公開セミナーや学術セミナー、調査及び研究、がん

登録に関与する人材の育成等を行い、国・地方公共団体等の実施するがん登録

事業の充実・発展を支援する事業を通して、国民の保健、医療、療養の増進と、

わが国のがん対策の推進に寄与することを目的とする。 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

(2) 情報化社会の発展を図る活動 

(3) 国際協力の活動 

(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は

援助の活動 

 

（事業の種類） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、

次の事業を行う。 

(1) がん登録に関する学術集会、セミナー、公開講演会等の開催事業 

(2) 会誌、図書、ウェブサイト等によるがん登録に関する情報の提供事業 

(3) がん統計、がん登録に関する調査及び研究事業 

(4) 国際がん登録協議会（IACR）への参加協力事業 

(5) がん登録に関する人材育成事業 

(6) がん登録室の機密保持基準の策定及び公表・認定事業 
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(7) がん登録の手引、がん罹患・死亡データに関する冊子、実務者マニュア

ル等の発刊事業 

(8) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

２ この法人は、次のその他の事業を行う。 

(1) コンサルティション事業 

(2) 講演会、研修会の開催事業 

(3) 刊行物の販売事業 

(4) ウェブサイトや機関紙への広告掲載事業 

３ 前項に掲げる事業は、第１項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、そ

の収益は、第１項に掲げる事業に充てるものとする。 

 

第２章 会 員 

（種 別） 

第６条 この法人の会員は、次の３種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以

下「法」という。）上の社員とする。 

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体又は個人 

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した団体又は

個人 

(3) 名誉会員 この法人の発展に功労があり理事会が推薦し、総会の承認を

得た個人 

 

（団体正会員 都道府県等） 

第７条 前条に定める団体正会員が都道府県等の場合は、団体関係者から登録者として

１０名以内の個人を登録するものとする。 

２ 前項による登録者は、この法人の活動に係る特典の対象となる。 

３ 登録者のうち１名を代表者と称し、代表者又は他の１名がこの法人との連絡窓

口となる。 

４ 代表者はその団体を代表し、団体正会員としての権利を行使する。 

 

 

（団体正会員 病院等関連団体） 

第８条 第６条に定める団体正会員が病院等関連団体の場合は、団体関係者から登録者

として４名以内を登録するものとする。 

２ 前項による登録者は、この法人の活動に係る特典の対象となる。 

３ 登録者のうち１名を代表者と称し、代表者又は他の１名がこの法人との連絡窓
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口となる。 

４ 代表者はその団体を代表し、団体正会員としての権利を行使する。 

 

（個人正会員） 

第９条 第６条に定める個人正会員は、それぞれが登録者として、この法人の活動に係

る特典の対象となり、個人正会員としての権利を行使する。 

  ２ 個人正会員は、それぞれがこの法人との連絡窓口となる。 

 

（団体賛助会員） 

第１０条 第６条に定める団体賛助会員は、団体関係者のうち１名がこの法人との連絡

窓口となる。 

 

（個人賛助会員） 

第１１条 第６条に定める個人賛助会員は、それぞれがこの法人との連絡窓口となる。 

 

（名誉会員） 

第１２条 第６条に定める名誉会員は、それぞれが登録者となり、名誉会員としての権

利を行使する。 

 

（入 会） 

第１３条 名誉会員以外の会員の入会について、特に条件は定めない。但し、正会員に

ついては、都道府県等のがん登録事業を担当している地方自治体、組織、団体、

施設(都道府県等のがん登録室や病院等の院内がん登録室に相当するもの)、又

は、その準備に関与している組織、団体、施設、並びにがん登録の振興を主要

目的とする組織、団体、施設、この法人の目的に賛同する個人等を対象とする。 

２ 名誉会員以外の会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会

申込書により、理事長に申し込むものとする。 

３ 理事長は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認め、

後日、総会へ報告しなければならない。 

４ 理事長は、第２項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書

面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 

 

（会 費） 

第１４条 年会費については、別に会費規定を定める。 

 

（会員の資格の喪失） 
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第１５条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 会員である団体が消滅したとき、又は、個人会員本人が死亡し、若しく

は失踪宣告を受けたとき。 

(3) 継続して２年以上会費を滞納し、納付の意思が認められない場合。 

(4) 除名されたとき。 

 

（退 会） 

第１６条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ

とができる。 

 

（除 名） 

第１７条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを

除名することができる。 

(1) この定款に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

２ 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明

の機会を与えなければならない。 

 

（拠出金品の不返還） 

第１８条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。 

 

第３章 役 員 

（種別及び定数） 

第１９条 この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事（都道府県等）６人以上１２人以内 

(2) 理事（病院等）４人以内 

(3) 理事（個人）１人以内 

(4) 監事 １人以上２人以内 

２ 理事のうち１人を理事長、副理事長を３人以内、置くことができる。 

  

（選任等） 

第２０条 理事及び監事は、正会員による選挙により、団体正会員に登録された登録者

又は個人正会員から選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 
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３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の

親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の

親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

４ 法第２０条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができ

ない。 

５ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

 

（職 務） 

第２１条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたと

きは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、

この法人の業務を執行する。 

４ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の

行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した

場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見

を述べること。 

 

（任期等） 

第２２条 役員の任期は選任された総会の年の７月１日から２年後の６月３０日まで

とする。但し、再任を妨げない。 

２ 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現

任者の任期の残存期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務

を行わなければならない。 

 

（欠員補充） 

第２３条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞

なくこれを補充しなければならない。 

 

（解 任） 
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第２４条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任す

ることができる。 

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

２ 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明

の機会を与えなければならない。 

 

（報酬等） 

第２５条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（学術集会会長） 

第２６条 この法人に、役員のほかに学術集会会長(以下「会長」という)を置く。 

２ 会長は、理事会において選出し、総会において承認し、理事長が委嘱する。 

３ 会長は、学術集会を主宰する。 

４ 会長の任期は、会長に選出された総会日以後、担当した学術集会の年度の終了

までとする。 

 

（顧問） 

第２７条 この法人に、役員のほかに顧問を置くことができる。顧問は理事会の承認を

経て、理事長がこれを任免する。 

２ 顧問は、理事長の諮問に応じて、法人の活動や運営につき助言をすることがで

きる。 

 

（専門委員） 

第２８条 この法人に、役員のほかに専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、理事会の承認を経て、理事長がこれを任免する。 

３ 専門委員は、理事長の要請に応じて、理事会に出席し、意見を述べることがで

きる。 

４ 専門委員は、理事長の依頼に応じて、その専門分野においての知見に基づき、

法人の活動を支援する。 

５ 専門委員の任期は理事会で承認された日から次年度の６月３０日までとする。

但し、再任を妨げない。 

 

第４章 会 議 
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（種 別） 

第２９条 この法人の会議は、総会及び理事会の２種とする。 

２ 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

 

（総会の構成） 

第３０条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

（総会の権能） 

第３１条 総会は、以下の事項について議決する。 

(1) 定款の変更 

(2) 解散及び合併 

(3) 会員の除名 

(4) 役員の解任 

(5) 役員の職務及び報酬 

(6) 事業計画及び収支予算並びにその変更 

(7) 事業報告及び収支決算 

(8) 資産の管理の方法 

(9) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。 

  第59条において同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

(10) 解散における残余財産の帰属先 

(11) その他運営に関する重要事項 

 

（総会の開催） 

第３２条 通常総会は、毎年１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 

(2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面を

もって招集の請求があったとき。 

(3) 第21条第４項第４号の規定により、監事から招集があったとき。 

 

（総会の招集） 

第３３条 総会は、前条第２項第３号の場合を除いて、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、そ

の日から６０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書

面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも５日前までに通知しなければ
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ならない。 

 

（総会の議長） 

第３４条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。 

 

（総会の定足数） 

第３５条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することはできな

い。 

 

（総会の議決） 

第３６条 総会における議決事項は、第３３条第３項の規定によってあらかじめ通知し

た事項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をも

って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（総会での表決権等） 

第３７条 各正会員の表決権は平等なものとする。 

２ 第７条から第９条までの規定にかかわらず、やむを得ない理由により総会に出

席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁

的方法をもって表決し、又は理事長若しくはあらかじめ指定した者を代理人と

して表決を委任することができる。 

３ 前項の代理人等は、代理権を証する事項を総会ごとに書面若しくは電磁的方法 

  をもって議長に提出しなければならない。 

４ 第２項の規定により表決した正会員は、前二条及び次条第１項及び第６０条の

規定の適用については出席したものとみなす。 

５ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加

わることができない。 

 

（総会の議事録） 

第３８条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁的方法による表決者又は表

決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 
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(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２名が、記名押印

又は署名しなければならない。 

 

（理事会の構成） 

第３９条 理事会は、理事をもって構成する。但し、監事及び当該年度並びに次年度の

学術集会会長、事務局代表者は理事会に参加し、意見を述べることができる。

専門委員は、理事長の要請に応じて理事会に出席し、意見を述べることができ

る。 

  ２ 理事長の要請に応じて、理事会にオブザーバーを出席させることができる。 

 

（理事会の権能） 

第４０条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

 

（理事会の開催） 

第４１条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の２分の１以上から理事会の目的である事項を記載した書面又

は電磁的方法により招集の請求があったとき。 

 

（理事会の招集） 

第４２条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２号の規定による請求があったときは、その日から１４日以

内に理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書

面又は電磁的方法により、少なくとも会日の５日前までに通知しなければなら

ない。 

 

（理事会の議長） 

第４３条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 

 

（理事会の定足数） 

第４４条 理事会は、理事総数の２分の１以上の出席がなければ開会することはできな
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い。 

 

（理事会の議決） 

第４５条 理事会における議決事項は、第42条第３項の規定によってあらかじめ通知し

た事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 

（理事会の表決権等） 

第４６条 各理事の表決権は、平等なものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された

事項について書面をもって表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第１項の適用については、理

事会に出席したものとみなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加

わることができない。 

 

（理事会の議事録） 

第４７条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を

付記すること。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人が記名押

印又は署名しなければならない。 

 

第５章 資 産 

（資産の構成） 

第４８条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

(2) 会費 

(3) 寄付金品 
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(4) 財産から生じる収入 

(5) 事業に伴う収入 

(6) その他の収入 

 

（資産の区分） 

第４９条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業

に関する資産の２種とする。 

 

（資産の管理） 

第５０条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事

長が別に定める。 

 

第６章 会 計 

（会計の原則） 

第５１条 この法人の会計は、法第２７条各号に掲げる原則に従って行わなければなら

ない。 

 

（会計の区分） 

第５２条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の２

種とする。 

 

（事業年度） 

第５３条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（事業計画及び予算） 

第５４条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が

作成し、総会の議決を経なければならない。 

 

（暫定予算） 

第５５条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収

入支出することができる。 

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

（予備費） 
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第５６条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることがで

きる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

 

（予算の追加及び更正） 

第５７条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予

算の追加又は更正をすることができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第５８条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関

する書類は、毎事業年度終了後、３か月以内に、理事長が作成し、監事の監査

を受け、総会の議決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 

（臨機の措置） 

第５９条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を

し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 

 

第７章 定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更） 

第６０条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の

３以上の多数による議決を経、かつ、法第２５条第３項に規定する軽微な事項

を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 

 

（解 散） 

第６１条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4) 合併 

(5) 破産手続開始の決定 

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以

上の議決を得なければならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならな
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い。 

 

（残余財産の帰属） 

第６２条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したと

きに残存する財産は、法第１１条第３項に規定する法人の中から、総会におい

て議決したものに譲渡するものとする。 

 

（合 併） 

第６３条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以

上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

第８章 公告の方法 

（公告の方法） 

第６４条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して 

   行う。但し、法第２８条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、 

   この法人のウェブサイトに掲載して行う。 

 

第９章 事務局 

（事務局の設置） 

第６５条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、必要な職員を若干名置くことができる。 

 

（職員の任免） 

第６６条 事務局職員の任免は、理事長が行う。 

 

（組織及び運営） 

第６７条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が

別に定める。 

 

第10章 雑 則 

（細 則） 

第６８条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ

を定める。 
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附則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

 

２ この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。 

理事長     岡本 直幸 

副理事長    津熊 秀明 

理 事     西野 善一  

 同      柴田 亜希子 

 同      藤田 学 

 同      田中 英夫 

 同      岸本 拓治  

 同      早田 みどり 

 同      祖父江 友孝 

監 事     三上 春夫  

 同      西 信雄 

 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第１７条第１項の規定にかかわらず、この法

人の成立の日から平成２２年６月３０日までとする。 

 

４ この法人の設立当初の事業年度は、第４７条の規定にかかわらず、この法人の成立

の日から平成２２年３月３１日までとする。 

 

５ この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第４８条の規定にかかわらず、設

立総会の定めるところによる。 

 

６ この法人の設立当初の会費は、第９条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

(1) 正会員（団体）  ４０，０００円 

(2) 賛助会員（個人・団体）  個人 ５，０００円 団体１口 ５０，０００円 

(１口以上) 

 

変更 

２０１１年２月１０日 変更認証（会費規定の設置、役員任期の明記、専門委員の 

     設置、理事会の構成） 

２０１３年１０月１日 変更（事業報告及び決算） 

２０１５年６月１１日 変更（登録会員及び代表会員） 

２０１５年９月１６日 変更認証（目的） 
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２０１６年１０月７日 変更認証（名称） 

２０１８年１０月１日 変更（専門委員の任期及び公告の方法） 

２０１９年５月１６日 変更認証（種別、団体正会員 都道府県等、団体正会員 病

院等関連団体、個人正会員、団体賛助会員、個人賛助会員、名誉会員、入会、会

員の資格の喪失、種別及び定数、選任等、学術集会長、顧問、専門委員、総会の

権能、総会の開催、総会の議決、総会での表決権等、総会の議事録、理事会の構

成、理事会の議決、公告の方法、事務局の設置、職員の任免） 

２０２０年８月１７日 変更認証（選任等、総会の権能） 
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会費規程 

 

特定非営利活動法人日本がん登録全国協議会 会費規程 

 

（総則） 

第1条  この規程は、特定非営利活動法人日本がん登録協議会定款第9条の「会費」に関し

て必要な事項を定める。 

 

（会費の種類） 

第2条  この規程で定める年会費は、次のとおりとし、会費は毎年納入しなければならな

い。ただし、名誉会員は会費の納付を必要としない。 

  (1) 正会員（団体）  40,000円 

  (2) 賛助会員（個人・団体）  個人 5,000円 団体１口 50,000円 (１口以上) 

 ２  入会金は、これを徴収しない。 

 

（会費の不返還） 

第3条  既納の会費は定款第13条に基づき、その理由の如何を問わず返還しない。 

 

（会費の事業年度） 

第4条  本規程第2条で定めた会費の有効期限は、定款第48条に準じ、毎年4月1日に始まり、

翌年3月31日に終わるものとする。 

２  入会が前項の定める年度の途中であっても、年会費として納入しなければならな

い。 

 

（規程の改廃） 

第5条 本規程の改廃は、総会の議決によるものとする。 

 

（会費の滞納） 

第6条 会費を2年間滞納した会員は、定款第11条の退会届の提出があったものとみなす。 

 

附則 

１．通常総会で議決権を有する会員は、前年度の会費を納入したものに限る。 

２．この規程は平成 23年 2月 10日付をもって施行する。 
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（会費の滞納） 

第7条 会費を2年間滞納した会員は、定款第11条の退会届の提出があったものとみなすこ  

    とができる。 

 

附則 

１．通常総会で議決権を有する会員は、前年度の会費を納入したものに限る。 

２．この規程は平成 23年 2月 10日付をもって施行する。 

 

変更 

平成 29年 6月 9日 

令和 元年5月16日 
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認定特定非営利活動法人 日本がん登録協議会 

選挙規程 

 

K2-R1_11_14 

 

（目的） 

第1条 本規程は、定款第 20 条に基づき理事及び監事を選出する選挙を行うことを目的と 

して定める。 

 

（選挙の種類） 

第2条 選挙の種類は、通常選挙と補充選挙とする。 

2 通常選挙は、定款第 22 条に定める任期を務める理事及び監事を選出する選挙

であり、役員の任期満了の年度末前までに行う。 

3 補充選挙は理事又は監事に欠員が生じた場合や、理事会が役員の追加を認めた

場合に行う。 

 

（選挙管理委員会） 

第3条 選挙の実施のために、選挙管理委員会を置く。 

2 選挙管理委員は、JACR 事務局職員の中から 2 名を理事会が指名する。 

 

（選挙権及び被選挙権） 

第4条 選挙権は、正会員が有する。 

 2 選挙権を有する正会員は、次の要件を満たす者とする。 

（1） 選挙告示の日の時点で会費の滞納がなく、選挙告示が行われた月の前月末現

在で正会員である団体又は個人 

3 団体正会員の投票権については、代表者が団体正会員としての投票権を行使す

る。 

 

第5条 被選挙権は、正会員の登録者が有する。 

2 被選挙権を有する正会員の登録者は、「理事・監事の立候補に関する細則」で

定める要件を満たす者とする。 
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（選挙の告示） 

第6条 選挙の告示は、会員メーリングリストで行う。 

 

（選挙公報） 

第7条 立候補者の所信表明の手段として、選挙公報を設ける。選挙運動は、選挙公報の

みとする。 

2 選挙公報は、会員メーリングリストで回覧する。 

 

（投票） 

第8条 投票は、指定の投票用紙を用いて郵送によって行うものとする。 

2 投票は、正会員の種別ごとに行い、無記名投票とする。 

 

（開票） 

第9条 理事会は、選挙の公正性を確保するため、選挙期日までに、選挙に立候補しない

正会員の中から１名の開票立会人を指名する。 

2 委員会は、開票を開票立会人の立会いの下に、選挙終了後直ちに行わなければ

ならない。 

 

（無効投票） 

第10条 次の投票は、無効とする。 

（1） 指定の用紙を使用しないもの 

（2） 定数を越えて候補者を記載したもの 

（3） どの候補者を記載したか確認できないもの 

（4） 投票締切日以降に到着したもの 

（5） 投票の効力に疑問があり、選挙管理委員会と開票立会人の合議によって無効

としたもの 

 

（当選） 

第11条 選挙管理委員会は、投票用紙の開票及び集計を行い、当選者を確定し、会員に公 

表する。 

2 選挙の立候補者が定款第 19 条で定める当該選挙の各正会員種別の定数を越え

るときは、得票数の多い順に、有効投票による過半数を超えたものだけを当

選者とする。 

3 理事は各種別正会員数規模によって「理事選出数に関する細則」で定める数ま

でを当選者とする。 

4 但し、各種別当選者数が「理事選出数に関する細則」で定める選出数の下限を
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下回る場合、下限数までを得票数の多い順に当選者とする。 

5 有効投票による過半数を超えた得票数が同票であった場合は決選投票を行う。 

6 当選結果の公表は、会員メーリングリストで行う。 

7 委員会は投票用紙を選挙において当選した候補者の任期満了まで厳重に保管

しなければならない。 

 

（信任投票当選） 

第12条 選挙管理委員会は、選挙の立候補者が定款 19 条で定める当該選挙の各正会員種別

の定数且つ「理事選出数に関する細則」で定める数を越えないときは、立候補者

の信任を正会員の投票により求める。 

2 有権者の過半数以上の有効投票による過半数の信任をもって当選とする。 

3 但し、各種別当選者数が「理事選出数に関する細則」で定める選出数の下限を

下回る場合、下限数までを得票数の多い順に当選者とする。 

 

（選挙結果に関する情報の開示） 

第13条 選挙の効力に関して異議のある選挙人及び被選挙人は、選挙管理委員会に対して

情報の開示を請求できる。 

2 請求により開示する情報は各立候補者の各得票数、選挙権者数、投票数、投票

率とする。 

 

（改正） 

第14条 本選挙規程の改正は、理事会の決定によらなければならない。 

 

 

附則 

1. この規程は令和元年度 11 月 14 日から施行する。 

 

改正 

令和 3 年７月 19 日 
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認定特定非営利活動法人 日本がん登録協議会 

理事・監事の立候補に関する細則 

 K2-R1_11_14-1 

（目的） 

第1条 本細則は，日本がん登録協議会選挙規程に基づき、理事・監事の選出を円滑に行

うことを目的として定める。 

 

（被選挙権を有する要件） 

第2条 選挙規程第 5 条に基づく理事又は監事に立候補する者は以下の(ア)と(イ)と(ウ)

と(エ)の要件を満たすものとする。 

(ア)選挙告示の日の時点で会費の滞納がなく、選挙告示が行われた月の前月末現

在で正会員である団体又は個人の登録者。 

(イ)都道府県等の団体正会員の登録者として 5 年以上登録されている者若しくは

全国（地域）がん登録、院内がん登録業務に 5年以上の従事経験がある者。 

(ウ)これまで本協議会において下記のいずれかの経歴、活動歴を持つ。 

① 理事、監事、専門委員の経験 

② 学術集会長の経験 

③ 過去 5年以内の学術集会における講演または演題発表（共同演者を含む） 

④ 過去 5年以内の本協議会が主催する研修会等での講演 

⑤ 過去 5年以内の JACR Monographへの執筆（共著者を含む） 

⑥ 過去 5年以内の JACR NEWSLETTERへの寄稿 

⑦ 過去 5年以内の本協議会が刊行したその他の出版物への執筆 

⑧ その他過去 5年以内の本協議会の活動（安全管理措置外部監査業務、J-CIP

等）への具体的貢献 

(エ)任期中、理事及び監事としての活動に支障がない。 

2 選挙管理委員会は、理事及び監事に立候補した者の要件を確認し、要件を満た

す者全員を理事及び監事の候補者として選挙公報に記載する。  

 

（改正） 

第3条 本細則の改正は、理事会の決定によらねばならない。 

 

附則 

1. この細則は令和元年度 11月 14日から施行する。 
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認定特定非営利活動法人 日本がん登録協議会 

理事選出数に関する細則 

                                   

K2-R1_11_14-2 

（目的） 

第1条 本細則は，日本がん登録協議会規程に基づき、各正会員種別の理事の発言権の

公平性の為、定款第 19条に定める役員定数内で、各種別正会員数規模によって

選出される理事の数を定めることを目的とする。 

 

（選出される理事数の割合） 

第2条 定款第 19条で定める役員定数内で、各種別正会員数の 25％小数点第 1位切り上

げた人数を理事として選出する。 

2 但し、定款第 19 条で定める各種別役員定数の下限を下回らない。 
 

（改正） 

第3条 本細則の改正は、理事会の決定によらねばならない。 

 

附則 

1. この細則は令和元年度 11月 14日から施行する 
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